
　

平
成
20
年
度
か
ら
市
県
民
税
、
固
定
資

産
税
、
都
市
計
画
税
の
納
期
前
納
付
報
奨

金
制
度
が
廃
止
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
に
伴

い
、
口
座
振
替
を
ご
利
用
の
方
で
、
来
年

度
以
降
の
口
座
振
替
を
前
納
（
年
税
額
を

一
括
で
納
付
）
か
ら
期
別
（
各
納
期
ご
と

に
納
付
）
に
変
更
し
た
い
と
い
う
方
は
、

新
た
に
口
座
振
替
の
変
更
手
続
き
が
必
要

に
な
り
ま
す
。

▼
届
出
先
＝
市
役
所
税
務
課
、
赤
羽
根

支
所
、
渥
美
支
所
、
口
座
振
替
を
ご
利
用

の
金
融
機
関
ま
た
は
郵
便
局　

▼
期
限
＝

固
定
資
産
税
、
都
市
計
画
税
は
平
成
20
年

２
月
末
ま
で
、
市
県
民
税
は
平
成
20
年
３

月
末
ま
で　

▼
そ
の
他
＝
手
続
き
の
際
に

は
、
口
座
番
号
が
わ
か
る
も
の
と
、
振
替

口
座
の
届
出
印
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

▼
税
務
課

☎
23
局
３
５
０
９　

23
局
０
１
８
０

　

オ
ー
ト
バ
イ
、
ト
ラ
ク
タ
ー
、
軽
自
動

車
な
ど
に
か
か
る
軽
自
動
車
税
は
、
毎
年

４
月
１
日
現
在
の
「
台
帳
上
の
所
有
者
」

に
課
税
さ
れ
ま
す
。
売
却
・
譲
渡
・
下
取

り
・
解
体
・
盗
難
な
ど
に
よ
り
所
有
し
な

く
な
っ
た
場
合
、
ま
た
は
所
有
者
が
死
亡

し
た
場
合
に
は
、
必
ず
届
け
出
を
し
て
く

だ
さ
い
。
届
け
出
が
な
い
と
「
台
帳
上
の

所
有
者
」
と
し
て
い
つ
ま
で
も
課
税
さ
れ

ま
す
。
詳
し
く
は
直
接
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

▼
原
動
機
付
自
転
車
（
排
気
量
１
２
５
cc

以
下
）、
小
型
特
殊
自
動
車
（
ト
ラ
ク
タ

ー
、
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
な
ど
）
＝
市
役
所

税
務
課
ま
で　

▼
軽
自
動
車
、
オ
ー
ト
バ

イ
（
１
２
６
cc
以
上
）
＝
渥
美
自
家
用
自

動
車
組
合
ま
で

▼
税
務
課

☎
23
局
３
５
０
９　

23
局
０
１
８
０

▼
渥
美
自
家
用
自
動
車
組
合

☎
22
局
０
７
４
６

　

次
の
方
か
ら
ご
寄
付
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。
ご
厚
意
に
感
謝
し
ま
す
。

▼
12
月
25
日
、
匿
名
希
望
の
方
か
ら
、
児

童
福
祉
の
た
め
金
50
万
円
。

パブリックコメント手続制度に基づき、次の案件
について意見を募集します。皆さんの意見をお聞
かせください。

納
期
前
納
付
報
奨
金
制
度
を

廃
止
し
ま
す

軽
自
動
車
の
異
動
届

□意見提出方法
①公表場所へ持参　②郵便　③ＦＡＸ　④Ｅメール
※住所、氏名、電話番号を明記のうえ、意見を提出してく
ださい。（個々の意見には直接回答いたしません。）

□計画案の公表場所
各案件の担当課（室）、市民生活課（市役所赤羽根支所・渥
美支所）、中央図書館、市ホームページ
　　http://www.city.tahara.aichi.jp
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パブリックコメント

意見募集！


